
16令和２年３月

お
知
ら
せ

ご
存
じ
で
す
か
？

育
児・介
護
休
業
法
に
基
づ
く
介
護
に
係
る
制
度

　

国
民
年
金
は
20
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、
学

生
も
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得

が
少
な
い
た
め
、
ご
本
人
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
は
、
学
校
教
育
法
に
規

定
す
る
大
学
（
大
学
院
）、
短
期
大
学
、
高

等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
及

び
各
種
専
門
学
校
（
修
業
年
限
１
年
以
上

で
あ
る
課
程
）
に
在
学
す
る
学
生
等
で
、

ご
本
人
の
前
年
所
得
が
次
の
計
算
式
で
計

算
し
た
金
額
以
下
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で

す
。

【
所
得
の
目
安
】

１
１
８
万
円+

（
扶
養
親
族
等
の
数
×

38
万
円
）

★
学
生
納
付
特
例
の
申
請
方
法

　

新
規
申
請
さ
れ
る
方
は
在
学
証
明
書
、

ま
た
は
学
生
証
を
持
っ
て
お
近
く
の
年
金

事
務
所
ま
た
は
役
場
窓
口
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
平
成
31
年
度（
令
和
元
年
度
）

に
保
険
料
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
方
で
、

令
和
２
年
度
も
引
き
続
き
在
学
予
定
の
方

に
は
、
３
月
末
に
基
礎
年
金
番
号
等
が
印

字
さ
れ
た
ハ
ガ
キ
形
式
の
学
生
納
付
特
例

申
請
書
が
年
金
機
構
よ
り
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

同
一
の
学
校
に
在
学
さ
れ
て
い
る
方
は
、

こ
の
ハ
ガ
キ
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
返

送
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
令
和
２

年
度
の
申
請
が
で
き
ま
す
。（
こ
の
場
合
、

在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証
の
写
し
の
添

付
は
不
要
で
す
。）

　

な
お
、
令
和
２
年
度
は
学
生
納
付
特
例

制
度
を
利
用
せ
ず
、
保
険
料
の
納
付
を
ご

希
望
の
場
合
は
、
納
付
書
を
作
成
し
て
送

付
し
ま
す
。
お
手
数
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

お
近
く
の
年
金
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

米
子
年
金
事
務
所

☎
０
８
５
９
‐
34
‐
６
１
１
１

住
民
課

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
１
０

大
山
支
所
総
合
窓
口
室

☎
０
８
５
９
‐
53
‐
３
３
１
１

中
山
支
所
総
合
窓
口
室

☎
０
８
５
８
‐
58
‐
６
１
１
１

　

労
働
者
が「
仕
事
も
介
護
も
」充
実
し
た

生
活
を
送
れ
る
よ
う
、育
児
・
介
護
休
業
法

で
、
介
護
関
係
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
次

の
よ
う
な
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
、

祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
、
孫
が
、
介
護
に
係

る
対
象
家
族
と
な
り
ま
す
。）

【
介
護
休
業
】

　

対
象
家
族
一
人
に
つ
き
、
通
算
93
日
ま

で
3
回
を
上
限
と
し
て
取
得
。

【
介
護
休
暇
】

　

要
介
護
状
態
に
係
る
対
象
家
族
の
介
護

そ
の
他
の
世
話
を
行
う
労
働
者
は
、
１
年

に
5
日
ま
で
（
対
象
家
族
が
2
人
以
上
の

場
合
は
10
日
ま
で
）
取
得
。
半
日
単
位
の

取
得
可
能
。

【
所
定
労
働
時
間
短
縮
の
措
置
】

　

利
用
開
始
か
ら
3
年
以
上
の
間
で
、
２

回
以
上
の
利
用
を
可
能
と
す
る
措
置
を
講

じ
る
こ
と
。

＊
そ
の
他
、
所
定
外
労
働
を
制
限
す
る
制

度
（
残
業
免
除
）、
時
間
外
労
働
を
制

限
す
る
制
度
、
深
夜
業
を
制
限
す
る
制

度
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
上
司
・
同
僚
か
ら
の
、
妊
娠
・

出
産
や
、
育
児
・
介
護
休
業
法
の
制
度

の
利
用
を
理
由
と
し
た
嫌
が
ら
せ
等
を

防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
、
事

業
主
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　

鳥
取
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
室

☎
０
８
５
７
‐
29
‐
１
７
０
９

水道課から
水道の開栓に
手数料がかかります

　水道の開栓及び閉栓に要す
る費用負担の公平を図るため、
令和 2年４月１日以降、休止
中の水道を開始する場合は、
開始手続きの際に開栓手数料
が２，７５０円必要になりま
す。
　ご理解とご協力をお願いい
たします。

◆問い合わせ先
　水道課
☎０８５９‐５４‐５２０４

国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特
例
制
度
に
つ
い
て


